
 
 
 
１．開催年月日 

令和３年６月２８日（月） 午後１時００分～午後１時３０分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          水野 達朗 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         田中 佐知子 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎 

 

４．出席説明員（１３名） 

 ・教育総務部長                     北田 吉彦 

・学校教育政策部長                   伊東 敬太 

・産業・文化部総括次長兼生涯学習課長          田川 愛実 

・教育総務部総括次長兼家庭・地域教育課長        佐々木 由美 

・学校教育政策部総括次長兼企画・教職員課長       新井 雅也 

・教育総務部次長兼学校管理課長             芦田 雄一 

・教育総務部教育総務課長                杉谷 明子 

・教育総務部教育総務課参事兼野崎青少年教育センター所長 前島 康浩 

・教育総務部教育総務課参事兼北条青少年教育センター所長 向井 孝志 

・学校教育政策部指導・人権教育課長           村島 正浩 

・学校教育政策部ＩＣＴ教育戦略課長           川阪 栄介 

・学校教育政策部教育研究所長兼課長           花澤 秀之 

・教育総務部教育総務課長補佐              岡田 健嗣 

 

５．傍聴者  ０名 

 

 

 

 

令和３年度 大東市教育委員会 

６月 定 例 会 会 議 録 



６．議事日程 

 

 

日 程 第 １  会議録署名委員の指名について 

 

日 程 第 ２   教委議案第１９号 

大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則について 

 

日 程 第 ３   教委議案第２０号 

令和４年度使用大東市立中学校教科用図書の採択につい 

て 

 

日 程 第 ４   教委議案第２１号 

令和３年度全国学力・学習状況調査の結果の公表につい 

て 

 

日 程 第 ５  一般業務報告



７．議案書 

 



 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



８．一般業務報告 

 

１．大東市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

２．学校園における活動（新型コロナウイルス感染症にかかる学校における対応を含む） 

について 

 

３．子ども安全見守り隊感謝状授与制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９．会議録 

 

水野教育長 

 

北田部長 

水野教育長 

 

 

 

 

 

 

芦田次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

水野教育長 

 

 

花澤課長 

 

それでは、６月の教育委員会定例会を開催いたします。 

本日の出席状況について報告をよろしくお願いします。 

本日の出席者は教育長及び教育委員４名、合計５名でございます。 

それでは議事に入ります。なお、本日は所管部署でございます生涯学習課

より報告のために出席しております。 

日程第１「会議録署名委員の指名について」でございますが、本日の署名委

員は、齊藤委員によろしくお願いいたします。 

日程第２ 教委議案第１９号「大東市立小・中学校の施設の使用に関する条

例施行規則の一部を改正する規則について」について提案理由の説明をお願

いいたします。 

教委議案第１９号「大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規

則の一部を改正する規則について」の提案理由をご説明申し上げます。 

今回の改正は、条例第６条の規定による（資料②）施設使用料の還付申請手

続きを簡略化し、それによって施設使用者の負担を軽減するための所要の改

正でございます。 

 それでは、主な改正箇所につきましてご説明させていただきますので、お

配りしております資料①「新旧対照表」をご覧ください。 

条例施行規則第６条第２項を削除し、これまで施設使用料の還付を受ける

ための要件としておりました「使用料還付申請書（様式第５号）」の提出

を、不要なものといたします。 

還付金の場合、還付対象者からの申請がなくても当然支払いをすべきとの

見解から、今回の改正により、還付申請書の提出を不要とするものでござい

ます。新型コロナウイルスにより施設の使用を停止するたびに多くの還付事

案が発生しておりましたが、今回の改正により、今後還付事務の処理が迅速

化されるものと考えております。 

また、今回の改正では、認印を不要とする様式の改正のほか、条文や様式

の中の文言の誤りについても改めております。 

以上、「大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例施行規則の一部改

正」につきましてご説明させていただきました。なにとぞご議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第３ 教委議案第２０号「令和４年度使用大東市立中学校教科

用図書の採択について」について提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第２０号「令和４年度大東市立中学校使用教科用図書」の採択に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

 

水野教育長 

 

 

花澤課長 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ついて説明をさせていただきます。令和４年度に大東市立中学校が使用する

教科用図書を採択することにつきまして、教育委員会の議決を求めるもので

ございます。 

２枚目をご覧ください。義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する

法律第１４条、同法施行令第１５条第１項の規定によりまして、学校教育法

附則第９条に規定する教科用図書を除き、４年間は、毎年度同一の教科用図

書を採択しなければならないという規定がございます。 

これにより採択期間は、中学校におきましては令和３年度から６年度とな

ります。すなわち中学校の令和４年度使用教科用図書につきましては、令和

３年度と同一の教科用図書を採択しなければならないということになりま

す。 

ただし、中学校歴史教科書につきまして、新たに自由社の教科書が発行さ

れたことにより採択替えを行うことが可能となります。３枚目をご覧くださ

い。現在、本市で採択されている中学校歴史教科書よりも明らかに優位性が

ある場合には採択替えを行うことも可能となります。 

しかしながら、現在採択されている中学校歴史教科書につきましては、すで

に生徒に配付済みであり、指導計画等につきましてもすでに作成済みの状況

でございます。採択替えを行うことは生徒に与える影響も大きく、慎重な判

断が求められると考えております。今後、事務局にて、令和２年度の採択の

経緯をふまえた資料を作成し、大阪府が今年度作成した選定資料と合わせて

教育委員会にて採択替えを行うか否かを判断することについて、よろしくご

審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

次に、日程第４ 教委議案第２１号「令和３年度全国学力・学習状況調査

の結果の公表について」について提案理由の説明をお願いいたします。 

教委議案第２１号「令和３年度全国学力・学習状況調査の結果の公表につ

いて」説明をさせていただきます。 

令和３年度全国学力・学習状況調査結果の市としての公表、学校別結果の

公表について、公表内容及び方法につきまして、教育委員会の議決を求める

ものでございます。 

２枚目は、本年度の実施要領抜粋になっております。ご覧ください。調査

結果の取り扱いについては、５の（５）で配慮事項が定められております。 

説明責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できるのは学力の

特定の一部分であって、序列化や過度な競争が生じないようにするなど、教

育上の効果や影響等に十分配慮することが重要であるとされています。  

（イ）②をご覧ください。公表については、市町村教育委員会が学校の状

況について公表することは可能でありますが、個々の学校名を明らかにした

公表を行うことについては、慎重な判断が求められています。また、各校に

公表を指示する場合も慎重な対応が求められています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

  

 

水野教育長 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水野教育長 

 

（エ）の②をご覧ください。公表を行う場合は、単に平均正答数や平均正

答率などの数値のみの公表は行わず、分析結果を併せて公表すること、また

今後の改善策も示すこととなっています。 

（エ）の③ですが、市教育委員会が学校別の公表を行う場合は、当該学校

と内容や方法について事前に十分相談するとともに、市の改善方策も併せて

示すことや、学校に公表を指示する場合もそれらについて事前に相談するこ

ととされています。さらに、平均正答率などの数値について、一覧での公表

やそれらの数値により順位を付した公表などは行わないこととされていま

す。 

これらをふまえまして、事務局といたしましては、令和元年度までにお諮

りいただきました形、「市としての公表は、学校別結果を含まず、市全体の

結果を市ホームページや市報で公表する。また、学校が保護者へ示す内容に

ついても、令和元年度までに準じた形で、市教育委員会より示す共通のフォ

ーマットにより行うことを原案として提案させていただきます。 

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いいたします。 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

それでは、この案件につきまして、承認の委員の挙手を求めます。  

【挙手全員】 

それでは、この案件に関しまして承認といたします。 

 

・・・・・日程第５ 一般業務報告につき要点のみを記載・・・・・ 

 

①大東市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則について 

⇒夏季休業日の期間における特例入所の試行について、諸福小学校放課後児

童クラブのみだったが、全小学校の児童クラブで実施する。 

 

②学校園における活動（新型コロナウイルス感染症にかかる学校における対

応を含む）について 

⇒６月には各校の臨時休業、学年休校はなし。６月２０日に緊急事態宣言が

解除され、６月２１日以降は感染症対策を十分に講じた上で校外学習や部活

動を実施。７月に中学校３校で修学旅行、小学校１校で宿泊学習を予定。水

泳については、実施する際の条件が国から示され、各校検討の結果、実施を

見送りする予定。 

 

③子ども安全見守り隊感謝状授与制度について 

⇒見守り隊員への感謝の意を表し、平成２８年度から５年に一度、教育委員

会からの感謝状授与を開始し、令和３年度に２度目の実施を行う。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 以上で本日の議事は全て終了となりました。 

以上をもちまして、６月の教育委員会定例会を終了いたします。 



 令和３年７月２６日 

 

水野教育長 

 

齊藤委員 

 

 

 

 


